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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

　・保安林の指定の解除の予定（２件）� 林 政 課

　・採石法に基づく公開聴聞の実施� 監 理 課

◎　公　告

　・土地改良区の定款変更の認可（２件）� 農 村 整 備 課

　・測量の実施� 建 設 企 画 課

　・測量の終了� 〃

◎　交通局公告

　・契約者等� 総 務 課

長崎県告示第251号

　森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定を解除する予定で

ある。

　　令和７年４月22日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　解除予定保安林の所在場所

　�　対馬市上対馬町小鹿字関ノ𨺉466の２・字黒隈𨺉488の13・488の27（以上３筆について次の図に示す部分に

限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　解除の理由

　　道路用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を県庁農林部林政課及び対馬市役所に備え置いて縦覧に供する。）

長崎県告示第252号

　森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定を解除する予定で

ある。

　　令和７年４月22日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　解除予定保安林の所在場所

　　対馬市厳原町安神字大米414の32・414の34・549の27（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　水源の涵
かん

養

３　解除の理由

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示
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　　道路用地とするため

　（「次の図」は、省略し、その図面を県庁農林部林政課及び対馬市役所に備え置いて縦覧に供する。）

長崎県告示第253号

　採石法（昭和25年法律第291号）第34条の４第１項及び第２項の規定により、次のとおり公開の聴聞を行う。

　　令和７年４月22日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　日時　令和７年５月14日（水）　午前11時

２　場所　長崎市尾上町３－１　長崎県庁６階　建築課入札室

３　被聴聞者

　⑴　商号　吉井砕石工業株式会社

　⑵　代表者氏名　田ノ上　康

　⑶　主たる事務所の所在地　佐世保市福石町４－19

　　　土地改良区の定款変更の認可（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款変更（令和７年３月

７日総代会議決）を認可した。

　　令和７年４月22日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　　土地改良区名　　　山田原第２土地改良区

　　認可年月日　　　　令和７年４月11日

　　　土地改良区の定款変更の認可（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款変更（令和７年３月

14日総代会議決）を認可した。

　　令和７年４月22日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　　土地改良区名　　　守山土地改良区

　　認可年月日　　　　令和７年４月11日

　　　測量の実施（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第１項の規定により、長崎県県央

振興局長から公共測量（基準点測量）を次のとおり実施する旨の通知があった。

　　令和７年４月22日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量実施の地域及び期間

地　　　　　域 期　　　間

西海市西海町横瀬郷（一部）
令和７年４月24日から

令和７年８月８日まで

　　　測量の終了（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第２項の規定により、長崎県県央

振興局長から公共測量（基準点測量及び水準測量）を次のとおり終了した旨の通知があった。

　　令和７年４月22日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　　　　公　　　　　告
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公共測量終了の地域及び終了日

地　　　　　域 終　了　日

諫早市高来町、雲仙市吾妻町 令和７年３月21日

　　　契約者等（公告）

　随意契約の相手方等について、次のとおり公告する。

　　令和７年４月22日

� 長崎県交通局長　太田　彰幸　

１　購入品目及び予定数量

　　軽油　772キロリットル

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　　（名称）長崎県交通局管理部総務課（総務班）

　　（住所）〒850－0043　長崎市八千代町３－１

　　（電話）095－822－5141

３　随意契約の相手方を決定した日

　　令和７年３月28日

４　随意契約の相手方の氏名及び住所

　　（氏名）株式会社西日本宇佐美　九州支店　執行役員支店長　須貝　正章

　　（住所）福岡県筑紫野市大字永岡720番地１

５　随意契約に係る購入単価

　　139,900円（１キロリットル当たり単価（消費税含む））

６　随意契約の理由

　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第５号の規定に該当するため

　　　　交�通�局�公�告
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